
 

令和５・６年度競争参加資格審査申請案内 
 

 福岡財務支局 

 

 定期受付 随時受付 

受付期間 令和４年１２月１日～令和５年１月１３日 令和５年１月１６日～令和７年３月３１日 

資格有効期間 令和５年４月１日～令和７年３月３１日 資格を付与された日～令和７年３月３１日 

申請方法 
インターネット一元受付 

（郵送・持参は原則不可） 

郵送 

（持参は原則不可） 

申請書類 ― 
福岡財務支局ホームページから 

ダウンロード 

問合せ先 

インターネット一元受付ヘルプデスク 

【建 設】TEL：０８２－５５３－９１４９ 

【測量等】TEL：０２２－３９７－９５５８ 

福岡財務支局 管財総括第二課 

資格審査担当 

TEL：０９２－４１１－９０４４ 

有効範囲 

北九州地区の財務省関係機関（福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局） 

※北九州地区（福岡県・佐賀県・長崎県）以外の財務省関係機関の資格を希望される

場合は、それぞれの地区の財務局へ別途申請する必要があります。 

（例：熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県の財務省関係機関の資格を希望される場合は、 

九州財務局へ申請） 

郵送先 

〒８１２－００１３ 

福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎本館 

福岡財務支局 管財総括第二課 資格審査担当 あて 

注意点 

①等級決定通知に関する返信用封筒・切手は必要ありません。 

随時受付申請受理証明等が必要な場合は、送付先が記載された返信用封筒等（切手要）

を添付してください。 

②支店での登録はできません。本店(本社)で作成し、提出してください。 

③行政書士等の代理申請の場合は、申請者からの委任状（押印要）の添付が必要です。 

④等級決定通知書(登録通知書)は公文書です。紛失された場合の再発行は原則行いませ

ん。 

⑤原則書類への押印は不要です。 

  



 

 
 
 
＜１．通常申請受付＞…他の財務局から等級決定通知を取得していない場合 

提出書類 様式 備考 

受付票 福岡財務支局独自様式 測量・建設コンサルタント用 

資格審査申請書 別紙第２号様式（その１）  

資格審査申請書 別紙第２号様式（その２）  

資格審査申請書 別紙第２号様式（その３）  

測量等実績調書 別紙第２号の２様式  

技術者経歴書 別紙第２号の３様式  

営業所一覧表 別紙第２号の４様式 本店のみの場合も記載のこと 

 ※上記のほか、登記事項証明書(写)、測量等登録証明書(写)、納税証明書(写)、財務諸表（直近１年

分）(写)が必要となります。 

 

 

＜２．名簿登録受付＞…他の財務局から等級決定通知を取得している場合 

名簿登録申請とは、北九州地区以外の審査部局（他財務局）に申請書を提出し、等級決定を受けた

者が、北九州地区においても資格を得ようとする場合に、通常の申請に代えて行うものです。 

提出書類 様式 備考 

受付票 福岡財務支局独自様式 測量・建設コンサルタント用 

名簿登録申請書 別紙第５号様式  

営業所一覧表 別紙第２号の４様式 本店のみの場合も記載のこと 

※上記のほか、他の財務局に提出した資格審査申請書（別紙第２号様式（その１～３））(写)、及び

等級決定通知書(写)が必要となります。 

 

 

＜３．変更届＞ 
 次の事項に変更が生じたときは、変更届を提出してください。なお、インターネットにより申請を

した方も、変更届については、紙による変更届の提出が必要となります。 

  〇住所（郵便番号含む）、電話番号またはファックス番号 

〇商号または名称、代表者の氏名 

  〇許可・登録などの状況 

 〇営業所の名称・所在地・電話番号 

提出書類 様式 備考 

変更届 別紙第８号様式 
変更事項が確認できる証明書を添付の

こと 

 ※証明書（登記簿謄本、登記事項証明書、公的機関へ提出し受領が確認出来る書類等）については、

写し（鮮明なもの）で代用することができます。 

※変更届受理証明等が必要な場合は、控え用の変更届1枚と送付先が記載された返信用封筒等（切手

要）を添付してください。 

 ※変更届受理後の内容による等級決定通知書の再発行はしておりませんので、交付済みの等級決定通

知書を引き続きご使用ください。 

 

 

測量等 


